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一般財団法人長崎県住宅・建築総合センター 

（令和７年４月１日以降の受付に適用します） 

確認検査業務手数料 

 
（建築物に関する確認手数料） 

１ 建築物に関する確認手数料の額は、申込み１件につき次の表とする。単位:円（非課税） 

床面積の合計 手  数  料 手数料（３号特例） 

① 30平方メートル以内のもの ２５，０００ ２０，０００ 

② 30平方メートルを超え、 

100平方メートル以内のもの 
３９，０００ ２８，０００ 

③100平方メートルを超え、 

200平方メートル以内のもの 
５２，０００ ３６，０００ 

④200平方メートルを超え、 

300平方メートル以内のもの 
６６，０００  

 

（建築物に関する計画変更確認手数料） 

２ 建築物に関する計画変更確認手数料の額は、申込み１件につき、対象建築物の当該計画

変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積（床面積が増加する部分にあって

は、当該増加する部分の面積）の合計を第１条に掲げる床面積とみなして、前条表のそ

の床面積の区分に対応するものとする。 

  なお、計画変更に係る部分の床面積（増加する部分を除く）の算定については、平成１

１年４月２８日住指発２０２号通達「建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に

ついて」別紙「計画変更床面積算定準則」による。 

 

（工作物等に関する確認手数料） 

３ 工作物に関する確認手数料の額は、申込み１件につき、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める。（非課税） 

（１）工作物を築造する場合（次号に掲げる場合を除く。）    １６，０００ 円 

（２）確認を受けた工作物の計画を変更して築造する場合      １０，０００ 円 

（３）昇降機その他の建築設備を建築物に設ける場合             １６，０００ 円 

（４）確認を受けた建築設備の計画を変更して建築物に設ける場合   ９，０００ 円 

 

（建築物に関する中間・完了検査手数料） 

４ 建築物に関する中間・完了検査手数料の額は申込み１件につき、次の表とする。 

 

  中間検査手数料                       単位:円（非課税） 

床面積の合計 手  数  料 手数料（３号特例） 

① 30平方メートル以内のもの １８，０００ １８，０００ 

② 30平方メートルを超え、 

100平方メートル以内のもの 
２１，０００ ２１，０００ 

③100平方メートルを超え、 

200平方メートル以内のもの 
２８，０００ ２８，０００ 

④200平方メートルを超え、 

300平方メートル以内のもの 
３４，０００  
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  完了検査手数料                            （円） 

床面積の合計 手  数  料 手数料（３号特例） 

① 30平方メートル以内のもの ３６，０００ ３０，０００ 

② 30平方メートルを超え、 

100平方メートル以内のもの 
４２，０００ ３５，０００ 

③100平方メートルを超え、 

200平方メートル以内のもの 
５６，０００ ４７，０００ 

④200平方メートルを超え、 

300平方メートル以内のもの 
６８，０００  

 

 

（工作物等に関する完了検査手数料） 

５ 工作物に関する完了検査手数料の額は、申込み１件につき、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める。（非課税） 

（１）工作物の完了検査の場合、申込み１件につき        １８，０００ 円 

（２）建築設備の完了検査の場合、申込み１件につき          ２４，０００ 円 

 

 


